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令

和

七

年

九

月

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
百
二
十
三
回
定
例
会 

青
森
県
議
会
決
算
特
別
委
員
会
記
録 

第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
月
一
日
（
水
）
午
後
四
時
三
分
開
始 

 

開 

催 

場 
所 

西
棟
大
会
議
室 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

出 

席 

委 

員 

二
十
一
名 

 

年
長
委
員 

田
名
部 

定 
男 

 

委

員

長

 
 

 
 

 

蛯 

沢 

正 

勝 

 

田 

中 

順 

造 
 

 
 

鹿 

内 
 

 

博 
 

 
 

三 

橋 

一 

三 

 

丸 

井 
 

 

裕 
 

 
 

䬤 

引 
ユ
キ
子 

 
 

 

今 
 

 
 

 

博 

 

寺 

田 

達 

也 
 

 
 

花 

田 

栄 
介 

 
 

 

小
比
類
巻 

正
規 

 

大 

崎 

光 

明 
 

 
 

福 

士 

直 

治 
 

 
 

工 

藤 

悠 

平 

 

夏 

堀 

嘉
一
郎 

 
 

 

大 

平 

陽 

子 
 

 
 

北 

向 

由 

樹 

 

田 

端 

深 

雪 
 

 
 

夏 

坂 
 

 

修 
 

 
 

後 

藤 

清 

安 

 

大 

澤 

祥 

宏 

 

欠 

席 

委 

員 

二 
 

名 

 

清 

水 

悦 

郎 
 

 
 

高 

橋 

修 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

出
席
事
務
局
職
員 

 

議

事

課

長

 
 

 
 

 
 

 

角 

田 

正 

人 
 

副

参

事

 
 

 
 

 
 

 

鳴 

海 
 

 

康 

 

総

括

主

幹

 
 

 
 

 
 

 

下 

村 

恭 

子 
 

総
括
主
幹
専
門
員

 
 

 
 

 
 

 

中 

野 

弥
寿
喜 

 

主

幹

 
 

 
 

 
 

 

山 

口 

友 

一 
 

主

査

 
 

 
 

 
 

 

中 

畑 

祥 

将 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

出

席

説

明

員 

 

副

知

事

 
 

 
 

 
 

 

小 

谷 

知 

也 

 

副

知

事

 
 

 
 

 
 

 

奥 

田 

忠 

雄 

 

財

務

部

長

 
 

 
 

 
 

 

千 

葉 

雄 

文 

 

県
土
整
備
部
長 

新 

屋 

孝 

文 

 

会

計

管

理

者

 
 

 
 

 
 

 

小 

坂 

秀 

滋 

 

病

院

局

長

 
 

 
 

 
 

 

田 

口 
 

 

晋 

 

代
表
監
査
委
員 

佐
々
木 

知 

彦 
 

監
査
委
員
事
務
局
長

 
 

 
 

 
 

 

松 

田 
 

 

大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
職
員
の
紹
介
に
よ
り
、
年
長
委
員
、
委
員
長
席
に
着
く
〕 

○
田
名
部
年
長
委
員 

委
員
会
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
私
が
委
員
長
互
選
の
た
め

の
職
務
を
行
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
決
算
特
別
委
員
会
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎ 

会

議

の

記

録

署

名

委

員

指

名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
田
名
部
年
長
委
員 

慣
例
に
よ
り
会
議
の
記
録
署
名
委
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

䬤
引
委
員
、
夏
堀
委
員
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎ 

委

員

長

互

選 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
田
名
部
年
長
委
員 

こ
れ
よ
り
委
員
長
の
互
選
を
行
い
ま
す
。 

 
委
員
長
の
互
選
の
方
法
は
投
票
と
指
名
推
選
の
両
方
が
あ
り
ま
す
が
、
い
か
が

い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。―

寺
田
委
員
。 

○
寺
田
委
員 

指
名
推
選
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
田
名
部
年
長
委
員 

た
だ
い
ま
寺
田
委
員
か
ら
指
名
推
選
の
方
法
に
よ
ら
れ
た

い
と
の
御
発
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 



－ 6 － 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
田
名
部
年
長
委
員 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
互
選
の
方
法
は
指
名
推
選
の
方
法

で
行
い
ま
す
。 

 

指
名
推
選
の
方
法
は
い
か
が
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。―

寺
田
委
員
。 

○
寺
田
委
員 
蛯
沢
委
員
を
委
員
長
に
推
薦
い
た
し
ま
す
。 

○
田
名
部
年
長
委
員 

た
だ
い
ま
寺
田
委
員
か
ら
御
発
言
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

蛯
沢
委
員
を
委
員
長
に
指
名
し
て
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
田
名
部
年
長
委
員 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
蛯
沢
委
員
が
決
算

特
別
委
員
会
委
員
長
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
委
員
長
に
な
ら
れ
ま
し
た
蛯
沢
委
員
の
御
挨
拶
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

○
蛯
沢
委
員 

た
だ
い
ま
委
員
長
に
選
任
い
た
だ
き
ま
し
た
蛯
沢
正
勝
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

委
員
会
の
円
滑
な
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
委
員
各
位

の
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。 

○
田
名
部
年
長
委
員 

こ
れ
を
も
っ
て
私
の
職
務
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

委
員
長
と
交
代
い
た
し
ま
す
。 

 

〔
蛯
沢
委
員
、
委
員
長
席
に
着
く
〕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎ 

副

委

員

長

互

選 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
蛯
沢
委
員
長 

こ
れ
よ
り
副
委
員
長
の
互
選
を
行
い
ま
す
。 

 

副
委
員
長
の
互
選
の
方
法
は
投
票
と
指
名
推
選
の
両
方
が
あ
り
ま
す
が
、
い
か

が
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。―

寺
田
委
員
。 

○
寺
田
委
員 

指
名
推
選
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
蛯
沢
委
員
長 

た
だ
い
ま
寺
田
委
員
か
ら
指
名
推
選
の
方
法
に
よ
ら
れ
た
い
と

の
御
発
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
蛯
沢
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
互
選
の
方
法
は
指
名
推
選
の
方
法
で
行

い
ま
す
。 

 

指
名
推
選
の
方
法
は
い
か
が
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。―

寺
田
委
員
。 

○
寺
田
委
員 

大
崎
委
員
を
副
委
員
長
に
推
薦
い
た
し
ま
す
。 

○
蛯
沢
委
員
長 

た
だ
い
ま
寺
田
委
員
か
ら
御
発
言
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
大

崎
委
員
を
副
委
員
長
に
指
名
し
て
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
蛯
沢
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
大
崎
委
員
が
決
算
特
別

委
員
会
副
委
員
長
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
副
委
員
長
に
な
ら
れ
ま
し
た
大
崎
委
員
の
御
挨
拶
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

○
大
崎
委
員 

た
だ
い
ま
御
指
名
い
た
だ
き
ま
し
た
大
崎
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

蛯
沢
委
員
長
を
補
佐
し
て
、
公
平
、
公
正
な
委
員
会
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◎ 

運

営

に

関

す

る

協

議 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
蛯
沢
委
員
長 

次
に
、
本
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
す
。 

 

副
知
事
ほ
か
執
行
部
の
皆
様
は
退
席
し
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。 

 

お
手
元
に
決
算
特
別
委
員
会
運
営
協
議
事
項
を
配
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
御

覧
く
だ
さ
い
。 
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○
蛯
沢
委
員
長 

一
、
審
査
日
程
及
び
質
疑
の
順
序
に
つ
い
て
。
質
疑
の
申
出
は
、

花
田
、
小
比
類
巻
、
福
士
、
工
藤
悠
平
、
田
名
部
、
大
澤
、
田
端
、
夏
坂
、
後
藤
、

鹿
内
の
各
委
員
、
以
上
十
名
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
審
査
日
は
、
十
月
九
日
、
十
日
及
び
十
四
日
の
三
日
間
と
し
、

質
疑
の
順
序
は
、
別
紙
質
疑
順
序
（
案
）
の
と
お
り
と
い
た
し
た
い
。
ま
た
、
十

月
十
五
日
は
審
査
予
備
日
と
し
、
審
査
の
過
程
で
必
要
な
場
合
は
現
地
調
査
を
行

う
こ
と
と
い
た
し
た
い
。
な
お
、
現
地
調
査
を
行
い
た
い
場
合
は
、
事
務
局
に
申

し
出
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

二
、
質
疑
の
通
告
に
つ
い
て
。
質
疑
の
具
体
的
内
容
の
通
告
は
、
款
、
項
、
目

及
び
ペ
ー
ジ
を
明
示
の
上
、
十
月
七
日
火
曜
日
午
後
一
時
ま
で
に
通
告
す
る
こ
と

と
い
た
し
た
い
。 

 

三
、
開
催
場
所
に
つ
い
て
。
西
棟
八
階
大
会
議
室
と
す
る
。 

 

四
、
開
会
時
刻
に
つ
い
て
。
午
前
十
一
時
と
い
た
し
た
い
。 

 

五
、
説
明
員
の
出
席
範
囲
に
つ
い
て
。
質
疑
の
通
告
の
あ
っ
た
副
知
事
、
監
査

委
員
、
関
係
部
局
長
、
病
院
局
長
、
教
育
長
、
警
察
本
部
長
、
会
計
管
理
者
及
び

関
係
行
政
委
員
会
事
務
局
長
と
す
る
。 

 

な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
知
事
又
は
病
院
事
業
管
理
者
の
出
席
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

六
、
審
査
方
法
に
つ
い
て
。
全
部
局
を
一
括
し
て
審
査
い
た
し
た
い
。 

 

七
、
委
員
会
席
図
に
つ
い
て
。
別
紙
の
と
お
り
と
い
た
し
た
い
。 

 

八
、
質
疑
の
方
法
に
つ
い
て
。 

 

（
一
）
質
疑
は
一
問
一
答
方
式
を
基
本
と
い
た
し
た
い
。
な
お
、
関
連
す
る
複

数
の
質
疑
を
ま
と
め
て
行
う
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
二
）
質
疑
の
時
間
は
、
答
弁
を
含
め
一
人
一
時
間
以
内
と
い
た
し
た
い
。
な

お
、
残
時
間
表
示
は
、
残
時
間
表
示
器
に
よ
り
行
う
。 

 

（
三
）
質
疑
時
間
の
終
了
十
分
前
に
予
告
を
、
終
了
時
に
終
了
通
告
を
そ
れ
ぞ

れ
ブ
ザ
ー
で
行
う
。 

 

九
、
関
連
質
疑
に
つ
い
て
。
次
の
と
お
り
、
実
施
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。 

 

（
一
）
要
件
。
㊀
関
連
質
疑
を
す
る
者
は
、
質
疑
者
と
同
一
会
派
で
あ
る
こ
と
。 

 

㊁
関
連
質
疑
は
、
質
疑
者
が
通
告
し
た
範
囲
内
で
行
う
こ
と
。 

 

㊂
関
連
質
疑
は
、
質
疑
者
の
持
ち
時
間
内
で
行
い
、
当
該
質
疑
者
の
質
疑
が
終

了
し
た
後
に
行
う
こ
と
。 

 

（
二
）
通
告
者
の
申
出
。
関
連
質
疑
を
す
る
者
は
、
誰
の
質
疑
に
対
し
て
関
連

質
疑
を
す
る
か
十
月
七
日
火
曜
日
午
後
一
時
ま
で
に
申
し
出
る
こ
と
。 

 

（
三
）
具
体
的
手
法
。
㊀
関
連
質
疑
を
す
る
者
は
、
「
委
員
長
、
関
連
」
と
挙

手
の
上
、
委
員
長
の
許
可
を
得
て
関
連
質
疑
を
行
う
こ
と
。 

 

㊁
質
疑
者
と
関
連
質
疑
を
す
る
者
は
、
質
疑
内
容
及
び
時
間
配
分
等
に
つ
い
て
、

事
前
に
十
分
な
連
携
を
図
る
こ
と
。 

 

十
、
決
算
議
案
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
。
委
員
会
に
お
け
る
議
案
の
説
明
は

省
略
い
た
し
た
い
。 

 

十
一
、
討
論
に
つ
い
て
。
委
員
会
で
の
討
論
は
行
わ
な
い
こ
と
と
い
た
し
た
い
。 

 

以
上
の
と
お
り
で
す
が
、
何
か
御
質
問
、
御
意
見
等
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
蛯
沢
委
員
長 

特
に
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。 

 

ほ
か
に
何
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
蛯
沢
委
員
長 

な
お
、
今
後
、
委
員
会
運
営
に
関
わ
る
協
議
事
項
が
生
じ
た
場

合
は
、
運
営
協
議
会
を
開
催
し
、
協
議
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 

次
回
の
委
員
会
は
、
十
月
九
日
、
午
前
十
一
時
か
ら
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
を
も
っ
て
本
日
の
委
員
会
を
終
わ
り
ま
す
。 

午
後
四
時
十
三
分
散
会 
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